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第１ 審 査 の 概 要 
 １ 審 査 の 対 象 
 （１）平成２０年度東京都一般会計 
 （２）平成２０年度東京都特別会計 
             特別区財政調整会計 
             地方消費税清算会計 
             小笠原諸島生活再建資金会計 
             母子福祉貸付資金会計 
             心身障害者扶養年金会計 
             中小企業設備導入等資金会計 
             農業改良資金助成会計 
             林業・木材産業改善資金助成会計 
             沿岸漁業改善資金助成会計 
             と場会計 
             都営住宅等事業会計 
             都営住宅等保証金会計 
             都市開発資金会計 
             用地会計 
             公債費会計 
             多摩ニュータウン事業会計 
             臨海都市基盤整備事業会計 
 （３）財  産 
 
 ２ 審 査 の 方 法 

知事から提出された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書について審査した。 
   審査に当たっては、 
  （１）決算計数は、正確であるか 
  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 
  （３）資金は適正に管理され、効率的に運用されているか 
  （４）財産の取得、管理、処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算についての説

明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 
 
 ３ 審 査 の 期 間 
   平成２１年７月１６日から同年８月２８日まで 
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第２ 審 査 の 結 果 
 １ 決 算 計 数 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支

に関する調書の計数は、証拠書類の計数と符合していることが認められる。 
なお、会計処理については、〔第４ 局別事項〕に記載のとおり、是正・改善を要する事項が認めら

れた。 
財産に関する調書の計数は、次のとおり、その一部に誤りが認められた（詳細は〔第４ 局別事項〕

に記載）。 

 （１）公有財産 

   ア 土     地 
     過大に登載されているもの     １局  １件         ３０７．６０ ｍ２ 

  
     登載漏れとなっているもの     ２局  ２件       ３，４８７．２２ ｍ２ 

  
   イ 建     物 
     過大に登載されているもの     ２局 １３件       ６，６０４．３０ ｍ２ 

  
     登載漏れとなっているもの     ２局  ３件       ７，４９５．５６ ｍ２ 

  
 （２）物  品 
     過大に登載されているもの     ３局                 ２２ 点 
     登載漏れとなっているもの     １局                 １３ 点 
 （３）債  権 
     過大に計上されているもの     １局  ４件     ８０，９５７，６９４ 円 
     計上漏れとなっているもの     ３局  ３件    ２１９，４６７，８８３ 円 

 

 ２ 予算の執行状況 

審査に付された一般会計及び特別会計の予算執行は、〔第４ 局別事項〕で付した意見を除き、適

正であると認められる。 

 

 ３ 事業執行等に関する意見 

 （１）全体意見 

   ア 財政状況について 

平成２０年度一般会計決算は、歳入６兆７，９１０億余円、歳出６兆７，５００億余円で、形

式収支４０９億余円から翌年度に繰り越すべき財源（制度繰越）２５４億余円を差し引いた実質

収支は、１５５億余円の黒字となっている。また、一般会計と特別会計（１７会計）との合算で

は、形式収支は１，７５０億余円で、翌年度に繰り越すべき財源２６２億余円を差し引いた実質

収支は、表１のとおり、１，４８７億余円の黒字となっている。 
この主な要因は、景気後退により企業収益が急速に悪化したものの、緊急対策として３度の補

正予算を編成するなど、歳入・歳出の両面にわたって可能な限りの精査を行い、都政が直面する

諸課題に対応するとともに、健全な財政力の維持に努めたことによるものである。 
今後とも、厳しい財政環境が想定される中で、都は、「１０年後の東京」の実現をはじめ、中長
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期的な視点を踏まえた安定的な財政運営や都民生活を守る有効な施策の構築などを、確実かつ継

続的に実施し都民の期待に応えていかなければならない。 
そのためには、都民の税金を最大限効率的に活用するという認識のもと、新公会計制度の活用

などにより、経済性、効率性及び有効性の観点から事業の効果や将来への影響を検証する中で、

より実効性の高い施策を構築し、都がなすべき役割を確実に果たしていけるよう、引き続き、持

続した発展が可能な財政基盤の構築に努めていく必要がある。 
 
（表１）一般会計と特別会計を合算した実質収支の推移 

           （単位：百万円） 

 
イ 財産管理について 

公有財産（土地・建物）等については、〔第２ 審査の結果 １ 決算計数〕のとおり、各局に

おける公有財産及び物品の過大登載・登載漏れ並びに債権の過大計上・計上漏れが認められた。 
都は、債権管理の適正化に向けた取組みとして東京都債権管理条例（平成２０．７．１施行）

を整備したが、債権管理については、依然として改善すべき点が見受けられた。このことを踏ま

え、債権の適正管理に向け正確な把握をさらに徹底する必要がある。 
各局においては、公有財産等は都民から負託された貴重な財産であることから、適正管理の重

要性を改めて認識するとともに、財務諸表の活用を図るなど、事務の適正な執行に努められたい。 
 

ウ 資金運用について 
都の資金運用は、平成２０年度資金管理計画に沿って運用されている。 
歳計現金等については、企業収益の低迷を反映した法人二税の減収により歳入が減少したこと

や、９月補正予算の執行に伴い歳出が増加したことなどにより、年間の平均残高が減少した。ま

た、利回りが低下したこともあり運用収入も減少している。その運用については、支払準備金の

圧縮に努めたことから、定期性預金による割合が９割を超えている。 
一方、基金については、中長期的に施策を支えうる財政基盤を確保するため、財政調整基金、

東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金等への積立てが行われ、年間の平均残高が増加

した。また、残高の約４割を債券で運用しており、その運用期間の上限を原則２年としているが、

最長で５年程度の運用も一部行っていることなどから、運用利回りが向上している。 
これら可能な限り効率的な運用を行ったことにより、表２のとおり、全体として運用収入が増

加している。 
しかしながら、国内の景気は持ち直しが見られるものの、依然として明確な回復の見通しが立

たない状況にあることから、国内外の景気変動や金融動向の先行きを一層注視し、安全性と流動

性を確保した上で、より効率性を重視した資金運用を行うことが望まれる。 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度

実 質 収 支 142,379 133,930 208,632 296,089 236,243 148,737

対前年増(△)減 △ 29,708 △  8,449 74,702 87,457 △ 59,846 △  87,505
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   （表２）運用利回りなどの比較 
                        （単位：億円） 

 平成２０年度 平成１９年度 増（△）減 
平均残高 ９，２２２ ９，９２４ △    ７０２

利 回 り ０．２７９％ ０．３００％ △ ０．０２１％歳 計 現 金 等 

運用収入 ２５ ２９ △      ４

平均残高 ２３，８０７ １６，６５８ ７，１４９

利 回 り ０．８９８％ ０．８３７％ ０．０６１％基     金 

運用収入 ２１３ １３９ ７４

平均残高 ３３，０２９ ２６，５８２ ６，４４７
合     計 

運用収入 ２３８ １６８ ７０
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（２）局別意見 

平成２０年度各会計歳入歳出決算審査に当たり、各局の予算の執行状況等について審査した結果、

〔第４  局別事項〕で意見を付したとおり、一部に問題が認められた。その概要については次のと

おりである。 

 

《教育庁》 

ア 過誤払給与等の滞納整理について 
都立学校及び区市町村立学校の教職員に対する過誤払給与等の返納金が滞納となった場合、学

校は、「給与返納事務処理マニュアル」に基づき、過誤払給与等にかかる滞納者への催告などの滞

納整理を行っているが、回収困難な場合については、教育庁が引き継いで滞納整理を行っている。 
ところで、庁は、滞納者が在職中で庁が給与を支払っているなど、債権を回収可能な者が返納

する意思を示さない場合、速やかに法的措置をとるなどして、これを回収する必要がある。 
しかしながら、庁は、適切でない滞納整理を行ったことから、８人３１０万８，９１５円が回

収できないまま時効により消滅している。 
庁は、標準的な事務処理手順を定めるなどして、適切な滞納整理を行うことにより、過誤払給

与等を速やかに回収されたい。 
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第３ 決 算 の 概 要 
 １ 決 算 の 総 括 
 （１）歳入歳出決算の状況 
    歳入歳出決算の総額は、一般会計と特別会計とを合算すると、表３のとおり 
     歳  入   １１兆１，２４５億余円 
     歳  出   １０兆９，４９４億余円 
     差  引      １，７５０億余円 
   となっており、これを会計別に見ると、表４及び表５のとおりである。 
 
               歳 入 歳 出 決 算 総 括 
 （表３）                                  （単位：百万円） 

会 計 別 歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額 差  額 摘  要 

一 般 会 計 ６，７９１，０２７ ６，７５０，０７７ ４０，９４９ 
内訳は（表４）

のとおり 

特 別 会 計 
(１７会計合算) 

４，３３３，４９１ ４，１９９，４０９ １３４，０８２ 
内訳は（表５）

のとおり 

合      計 １１，１２４，５１９ １０，９４９，４８７ １７５，０３１  
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                                一  般  会  計  歳 

  （表４） 

歳                 入 

科    目  (款) 予  算  現  額 決    算    額 比較増(△)減額 収入率 

   1  都          税    ５,３２０,２１７     ５,２８０,１１９  △   ４０,０９７   ９９.２ 

   2  地 方 譲 与 税          ３,４８１          ３,１９９  △           ２８２   ９１.９ 

   3  助 成 交 付 金                 ２２                 ２２                   ０  １００.０ 

   4  地方特例交付金      ７３,６１１         ７１,５０６  △        ２,１０４   ９７.１ 

   5  特 別 交 付 金            ４,２４０            ４,１４１  △           ９８    ９７.７ 

   6  分担金及負担金          １５,５７６          １３,４８１  △    ２,０９４    ８６.５ 

   7  使用料及手数料         ９９,６９５         ９１,１４０  △        ８,５５５    ９１.４ 

   8  国 庫 支 出 金        ４０９,０１４        ３７７,７５３  △      ３１,２６０    ９２.４ 

   9  財  産  収  入          ５７,５５２          ４１,４５０  △   １６,１０１   ７２.０ 

  10  寄    附    金               ３０１               ３３０                ２９  １０９.６ 

  11  繰    入    金        １１９,１７６         ６９,３０５  △      ４９,８７０   ５８.２ 

  12  諸    収    入        ４４９,３５３        ４３５,１９１  △   １４,１６２   ９６.８ 

  13  都          債        ３３４,０３１        ２８２,５６９  △     ５１,４６１    ８４.６ 

  14  繰    越    金        １２０,８１５        １２０,８１５                   ０  １００.０ 

     

     

     

合        計     ７,００７,０８８     ６,７９１,０２７  △    ２１６,０６１    ９６.９ 

 
 
                               歳 入 歳 出 決 算 額 の 差 額 
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 入  歳  出  決  算 

                                    （単位：百万円、％） 

歳                 出 

科    目  (款 ) 予  算  現  額 決    算    額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

1 議   会   費          ５,９１４   ５,５０３            ０        ４１１     ９３.１

2 総   務   費      ２１８,５４６     １９９,４４５           ０     １９,１００     ９１.３

3 徴 税 費        ７８,００７      ７５,００２       ５８７      ２,４１７     ９６.１

4 生活文化スポーツ費       ２６,３１２       ２４,２７９            ０      ２,０３３     ９２.３

5 都 市 整 備 費      ２７６,７０１      ２４７,８５５ ２,９１７ ２５,９２８     ８９.６

6 環  境  費       ３３,５１９       ２３,２３２         ２８ １０,２５８     ６９.３

7 福 祉 保 健 費      ８６５,７１１      ８０６,３９１         ２８ ５９,２９１     ９３.１

8 産 業 労 働 費      ３８６,７２７    ３７９,２６３       ２０８       ７,２５５     ９８.１

9 土   木   費      ５１９,９８５     ４６７,９２６   ３２,３１４     １９,７４５     ９０.０

10 港   湾   費        ７６,３６９      ６４,０６７     ４,６１８ ７,６８２     ８３.９

11 教   育   費      ７６９,６８２    ７４５,７１２            ０     ２３,９６９     ９６.９

12 学   務   費      １５８,６５４    １５４,８０１            ０    ３,８５２     ９７.６

13 警   察   費      ６３８,３３８     ６２０,２０６      １２７ １８,００４     ９７.２

14 消   防   費      ２４９,６２６     ２４４,０９７          ０   ５,５２９     ９７.８

15 公   債   費      ７１４,３４９  ７０９,１７５            ０      ５,１７３ ９９.３

16 諸 支 出 金   １,９８７,６４３ １,９８３,１１５            ０ ４,５２７     ９９.８

17 予   備   費      １,０００    ０     ０    １,０００       ０ 

合       計   ７,００７,０８８ ６,７５０,０７７   ４０,８３０ ２１６,１８０     ９６.３

 

 

  ４０,９４９百万円 
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                                         特  別  会  計  歳 
（表５）                            

歳        入 

会 計 名 
予 算 現 額 決  算  額 比較増（△）減額 収入率 

1 特別区財政調整会計 
９９９，９７６ ９９９，９７５ ０ １００．０

2 地方消費税清算会計 
１，０９３，３５９ ９６８，４８０ △ １２４，８７８ ８８．６

3 小笠原諸島生活再建資金会計 
２３９ ６３８ ３９９ ２６６．９

4 母子福祉貸付資金会計 
４，４５８ ４，３７７ △      ８０ ９８．２

5 心身障害者扶養年金会計 
７６，４０９ ７４，０１７ △   ２，３９１ ９６．９

6 中小企業設備導入等資金会計 
２５，４９４ ２５，９８６ ４９２ １０１．９

7 農業改良資金助成会計 
１２２ １５５  ３３ １２７．０

8 林業・木材産業改善資金助成会計 
５２ ８０ ２８ １５３．８

9 沿岸漁業改善資金助成会計 
４８ ７３ ２５ １５２．１

10 と場会計 
７，４９１ ６，３４８ △   １，１４２ ８４．７

11 都営住宅等事業会計 
１６４，４９７ １５２，８９４ △   １，６０２ ９２．９

12 都営住宅等保証金会計 
９，４６４ ９，３６３ △     １００ ９８．９

13 都市開発資金会計 
３，５１７ １，６１５ △   １，９０１ ４５．９

14 用地会計 
５５，３２９ ６２，８７６ ７，５４６ １１３．６

15 公債費会計 
１，９９５，１５０ １，９６６，９３６ △   ８，２１３ ９８．６

16 多摩ニュータウン事業会計 
３６，０５４ ３６，９３８ ８８４ １０２．５

17 臨海都市基盤整備事業会計 
４６，９０８ ２２，７３３ △  ２４，１７５ ４８．５

合    計 
４，５１８，５６８ ４，３３３，４９１ △ １８５，０７６ ９５．９
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入  歳  出  決  算    

                                    （単位：百万円、％） 

歳        出 

予 算 現 額 決  算  額 翌年度繰越額 不  用  額 執行率 

歳 入 歳 出 

決算額の差額 

９９９，９７６ ９９９，９７５ ０ ０ １００．０ ０

９８７，５１１ ８７４，２２３ ０ １１３，２８７ ８８．５ ９４，２５７

２３９ １８ ０ ２２０ ７．５ ６１９

４，４５８ ４，０２１ ０ ４３６ ９０．２ ３５６

７６，４０９ ７４，０１７ ０ ２，３９１ ９６．９ ０

２５，４９４ ２３，４１５ ０ ２，０７８ ９１．８ ２，５７１

１２２ ４４ ０ ７７ ３６．１ １１０

５２ ８ ０ ４３ １５．４ ７１

４８ ４７ ０ ０ ９７．９ ２５

７，４９１ ６，３４８ ２８４ ８５８ ８４．７ ０

１６４，４９７ １５０，５５１ ２，８７６ １１，０６９ ９１．５ ２，３４３

６９３ ５９６ ０ ９６ ８６．０ ８，７６６

３，５１７ １，６１５ ０ １，９０１ ４５．９ ０

５５，３２９ ５２，９２３ １７６ ２，２２９ ９５．７ ９，９５２

１，９９５，１５０ １，９６６，９３６ ０ ２８，２１３ ９８．６ ０

３６，０５４ ３５，５１９ ０ ５３４ ９８．５ １，４１９

１９，５３６ ９，１４６ １，９９６ ８，３９３ ４６．８ １３，５８６

４，３７６，５７６ ４，１９９，４０９ ５，３３２ １７１，８３４ ９６．０ １３４，０８２
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（２）決算収支の状況 

決算の収支状況は表６のとおり、一般会計及び特別会計を合計した実質収支の額は、歳入総額か

ら歳出総額を差し引いた形式収支の額１，７５０億余円から翌年度へ繰り越すべき財源２６２億余

円を差し引いた１，４８７億余円となっている。 
また、当該年度実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支を一般会計で見ると、表

７のとおり、８４２億余円の赤字となっている。 
 
 （表６）実質収支の状況 
                                     （単位：百万円） 

区      分 一般会計 特別会計 合  計 
 歳 入 総 額  ①     6,791,027     4,333,491      11,124,519 

 歳 出 総 額  ②     6,750,077     4,199,409      10,949,487 

 形 式 収 支  ③＝①－②        40,949       134,082         175,031 
 翌年度へ繰り越すべき財源  ④        25,429           864          26,294 

 実 質 収 支  ⑤＝③－④        15,520       133,217         148,737 

 
（表７）単年度収支・実質収支（一般会計分）の推移 

                                     （単位：百万円） 

 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

単年度収支      15,077 46,293 82,151 △  48,907 △    84,287

実 質 収 支 20,270 66,563 148,715       99,807 15,520

 
(注）１ 形式収支とは、現金ベースでの収支の結果を示すもので、当該年度中に収入された現金（歳

入総額）から、支出された現金（歳出総額）を単純に差し引いたものである。 
２ 翌年度に繰り越すべき財源とは、翌年度繰越額から、事業の繰越しに伴う国庫補助金等の未

収入特定財源を差し引いたものである。 
３ 実質収支とは、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものである。 
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 ２ 執 行 状 況 
平成２０年度予算は、「『１０年後の東京』計画の実現に向けた取組を加速させるとともに、いかな

る状況変化の下でもその取組を支え得る持続可能な財政基盤を築き上げる予算」と位置づけ、 
① 「１０年後の東京」の実現など将来の東京を見据えた施策を積極的に推進するとともに、都民生

活が直面する課題に適切に対応するなど、山積する諸課題に真正面から取り組み、都民の負託に的

確に応えること 
② 将来にわたり財政需要が増大していく中にあって、施策の目的を確実に実現し、都民サービスを

向上させるために、基金の充実などにより財政構造の弾力性を高め、強靭な財政基盤の構築を目指

すこと 
を基本として編成したものである。 

   以下、会計別（一般会計及び特別会計）の執行状況について述べる。 
 
 （１）一般会計 
                                   （単位：百万円、％） 

増（△）減 
 平成２０年度決算額 平成１９年度決算額

額 率 
 歳入（収入済額）   ６，７９１，０２７   ６，８４０，３４８ △ ４９，３２０ △ ０．７
 歳出（支出済額）   ６，７５０，０７７   ６，７１９，５３２     ３０，５４５      ０．５
差     引        ４０，９４９       １２０，８１５  △ ７９，８６５  △６６．１

 
一般会計は、都が行う行政の大部分を経理する会計である。主な財源は都税であり、別表１（１

５２ページ）のとおりとなっている。社会福祉・保健衛生・教育の事業、警察・消防の運営、道路・

公園の建設などに要する経費を支出している。 
予算・決算状況について見ると、表４（８ページ）のとおり、歳入は、予算現額７兆７０億余円

に対し、決算額は６兆７，９１０億余円で、２，１６０億余円の減となっている。これは、主とし

て、都債が５１４億余円、繰入金が４９８億余円、都税が４００億余円、それぞれ減となったため

である。また、上表のとおり、前年度に比べ４９３億余円（０．７％）の減である。 
収入率は、前年度９７．２％から０．３ポイント下降して９６．９％となっている。 
歳出は、予算現額７兆７０億余円に対し、決算額６兆７，５００億余円、翌年度繰越額４０８億

余円、不用額２，１６１億余円である。また、前年度に比べ３，０５４億余円（０．５％）の増で

ある。 
執行率は、前年度９５．５％から０．８ポイント上昇して９６．３％となっている。 
歳入・歳出の各款別の執行状況は、次のとおりである。
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 ア 歳 入 

 
 第１款 都 税 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度 5,320,217 5,422,913 5,280,119     15,541    128,065 △  40,097    99.2

法 人 二 税 2,409,749 2,428,993 2,381,171      6,281     42,042 △ 28,577    98.8 
その他都税 2,910,467 2,993,919 2,898,947      9,260     86,023 △  11,520    99.6

平成１９年度 5,492,776 5,628,200 5,509,508     13,048    106,625     16,731   100.3

法 人 二 税 2,596,664 2,650,607 2,616,252      4,956     30,079     19,587   100.8 
その他都税 2,896,111 2,977,592 2,893,255      8,091     76,546 △   2,855    99.9

額 △ 172,558 △ 205,287 △ 229,388   2,493 21,440   比  較 
増(△)減 率 △  3.1 △    3.6 △    4.2   19.1 20.1   

 
都税は、都民税をはじめとする１７税目で構成されており、予算現額５兆３，２０２億余円に対

し、収入済額５兆２，８０１億余円、収入率９９．２％となっている。 
これを法人二税（法人事業税及び法人都民税）とその他都税に大別して見ると、法人二税は、予

算現額２兆４，０９７億余円に対し、収入済額２兆３，８１１億余円、収入率９８．８％であり、

景気後退の影響で急速に企業収益が落ち込んだことにより前年度に比べ２，３５０億余円（９．０％）

の減となっている。 
その他都税は、予算現額２兆９，１０４億余円に対し、収入済額２兆８，９８９億余円、収入率

９９．６％であり、その主な内訳は、固定資産税・都市計画税（１兆２，２９６億余円）、個人都民

税（８，１６１億余円）、繰入地方消費税（３，３０２億余円）で、前年度に比べ５６億余円（０．

２％）の増となっている。 
なお、収入未済額は、１，２８０億余円で、前年度に比べ２１４億余円（２０．１％）の増とな

っている。 
 
 第２款 地方譲与税 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度      3,481      3,199      3,199          0          0 △   282    91.9 
平成１９年度      3,552      3,459      3,459          0          0 △   93    97.4 

額 △      71 △     260 △     260          0          0   比  較 
増(△)減 率 △   2.0 △    7.5 △    7.5       ―       ―   
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地方譲与税は、本来地方公共団体が収入すべきものを、国がいったん国税として徴収し、一定の

基準で地方公共団体に譲与する税の総称である。 
地方譲与税の主なものは、地方道路譲与税で、収入済額２２億余円となっている。 

 
 第３款 助成交付金 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度         22         22         22          0          0          0   100.0 
平成１９年度         22         22         22          0          0          0   100.0 

額          0          0          0          0          0   比  較 
増(△)減 率       0.0       0.0       0.0       ―       ―   

 
助成交付金は、国有提供施設等所在市町村助成交付金（特別区内に所在する米軍基地関係施設及

び自衛隊特定施設に係る交付金）を収入したものである。 
 
 第４款 地方特例交付金 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     73,611     71,506     71,506          0          0 △   2,104    97.1 
平成１９年度     62,450     62,450     62,450          0          0          0   100 

額   11,160    9,056    9,056          0          0   比  較 
増(△)減 率    17.9    14.5      14.5       ―       ―   

 
地方特例交付金は、平成１１年度に創設された恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てん

するためなどに交付される「地方特例交付金」、平成２０年４月に失効した道路特定財源の暫定税率

失効分を補てんするために交付される「地方税等減収補てん臨時交付金」を収入したものである。 
収入済額は前年度に比べ９０億余円（１４．５％）の増となっており、その主な理由は、地方特

例交付金が増となったことによるものである。 
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 第５款 特別交付金 
                                      （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度      4,240      4,141      4,141          0          0 △      98    97.7 
平成１９年度      4,848      4,683      4,683          0          0 △     164    96.6 

額 △   608 △    542 △     542          0          0        比  較 
増(△)減 率 △   12.5 △   11.6 △   11.6       ―       ―   

 
特別交付金は、国に納付された交通反則金に係る収入を原資として、地方公共団体が行う道路交

通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てるため、交通事故発生件数等を基準として国から交

付される交通安全対策特別交付金である。 
 
 第６款 分担金及負担金 
                                      （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     15,576     14,131     13,481         74        575 △   2,094    86.5 
平成１９年度     17,468     16,733     16,070         73        589 △   1,398    92.0 

額 △   1,892 △   2,601 △   2,589         0 △      13   比  較 
増(△)減 率 △   10.8 △  15.5 △   16.1    0.0 △    2.2   

 
分担金及負担金は、特定の事業の施行によって利益を受ける者から、受益の程度に応じて事業に

要する経費を収入するものであり、前年度に比べ２５億余円（１６．１％）の減となっている。 
分担金及負担金の主なものは、土木費負担金（１１０億余円）であり、その主なものは、街路整

備に伴う負担金（９７億余円）である。 
 
 第７款 使用料及手数料 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     99,695     91,532     91,140         33        358 △   8,555    91.4 
平成１９年度     99,975     94,211     93,798         21        391 △   6,177    93.8 

額 △     279 △  2,679 △   2,657       11 △      33   比  較 
増(△)減 率 △   0.3 △    2.8 △    2.8    52.4 △    8.4   
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使用料及手数料は、公の施設の利用料等である使用料と特定の者に提供される行政サービスの対

価である手数料とを収入するものである。 
使用料及手数料のうち、使用料は、収入済額６３９億余円であり、主な内訳は、土木使用料（２

４２億余円）、福祉保健使用料（２２１億余円）、教育使用料（１２３億余円）である。 
また、手数料は、収入済額２７２億余円であり、主な内訳は、警察手数料（１９７億余円）、環境

手数料（１９億余円）である。 
 
 第８款 国庫支出金 
                                      （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度    409,014    377,753    377,753          0          0 △  31,260    92.4 
平成１９年度    364,848    326,784    326,784          0          0 △  38,064    89.6 

額     44,165     50,969 50,969          0          0   比  較 
増(△)減 率      12.1    15.6    15.6       ―       ―   

 
国庫支出金は、国が事業の経費の全部又は一部を負担することとされている国庫負担金、国が特

定の事業を奨励するため、又は地方公共団体の財政上の特別な必要に基づき支出する国庫補助金及

び国からの委託事務に伴う委託金を収入するものである。 
収入済額は、前年度に比べ５０９億余円（１５．６％）の増となっており、その主な理由は、子

育て支援対策臨時特例交付金の新設などにより福祉保健費国庫補助金が増となったことによるもの

である。 
国庫支出金のうち、国庫負担金は、収入済額１，９０７億余円であり、主な内訳は、教育費国庫

負担金（１，１７１億余円）、土木費国庫負担金（４０２億余円）、福祉保健費国庫負担金（２４９

億余円）である。 
次に、国庫補助金は、収入済額１，８０４億余円であり、主な内訳は、土木費国庫補助金（６０

１億余円）、福祉保健費国庫補助金（４５５億余円）、学務費国庫補助金（１７２億余円）、都市整備

費国庫補助金（１７２億余円）である。 
委託金は、収入済額６５億余円であり、主な内訳は、福祉保健費委託金（３４億余円）、総務費委

託金（２１億余円）、産業労働費委託金（６億余円）である。 
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 第９款 財産収入 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     57,552     41,815     41,450          0        364 △  16,101    72.0 
平成１９年度     60,395     62,141     61,734         65        341    1,339   102.2 

額 △   2,843 △  20,326 △  20,284 △      64         22   比  較 
増(△)減 率 △   4.7 △   32.7 △  32.9 △   98.5     6.5   

 
財産収入は、都有財産の売払収入及び運用収入で、前年度に比べ２０２億余円（３２．９％）の

減となっている。その主な理由は、不動産の売払実績の減によるものである。 
財産収入のうち、財産運用収入は、収入済額２８１億余円であり、その内訳は、利子及配当金（２

０２億余円）、財産貸付収入（７８億余円）である。 
また、財産売払収入は、収入済額１３３億余円であり、主な内訳は、再開発敷地売払収入（５５

億余円）、土地売払収入（５０億余円）である。 
 
 第１０款 寄附金 
                                      （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度        301        330        330          0          0         29  109.6 
平成１９年度        117        149        149          0          0         32  127.4 

額      184 181 181          0          0   比  較 
増(△)減 率   157.3   121.5   121.5       ―       ―   

 
寄附金は、緑の東京募金事業に対して寄せられたものなどであり、前年度に比べ１億余円（１２

１．５％）の増となっている。その主な理由は、環境費寄付金のうち、緑の東京募金事業の増によ

るものである。 
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 第１１款 繰入金 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     119,176      69,305      69,305          0          0 △  49,870    58.2 
平成１９年度      36,833      26,179      26,179          0          0 △  10,654    71.1 

額    82,343 43,126 43,126          0          0   比  較 
増(△)減 率   223.6     164.7      164.7    ―    ―   

 
繰入金は、各種基金の取崩し分、公営企業会計からの職員共済組合等負担金、特別会計の土地処

分金等を一般会計に繰り入れるもので、前年度に比べ４３１億余円（１６４．７％）の増となって

いる。その主な理由は、財政調整基金繰入金の増によるものである。 
繰入金のうち、基金繰入金は、収入済額５７２億余円であり、主な内訳は、財政調整基金繰入金

（４００億円）、福祉・健康安心基金繰入金（３７億余円）、区市町村振興基金繰入金（３４億余円）

である。 
次に、公営企業会計繰入金は、収入済額１００億余円であり、主な内訳は、病院会計繰入金（５

５億余円）、臨海地域開発事業会計繰入金（１１億余円）、下水道事業会計繰入金（１１億余円）で

ある。 
繰入金のうち、特別会計繰入金は、収入済額２０億余円であり、主な内訳は、中小企業設備導入

等資金会計繰入金（７億余円）、都市開発資金会計繰入金（７億余円）である。 
 
 第１２款 諸収入 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に 
対する収入 
済額の増減 

収入率 

平成２０年度    449,353    466,646     435,191      3,817     27,650 △  14,162   96.8

平成１９年度    430,411    467,881     434,520      2,823     30,553       4,109  101.0

額     18,941 △   1,235         670 993 △   2,903   比  較 
増(△)減 率     4.4 △   0.3      0.2    35.2 △    9.5   

 
諸収入は、各種の貸付金元利収入、宝くじの収益事業収入、受託事業の収入、その他の雑入等を

収入したものである。 
諸収入の主なものは、貸付金元利収入（２，５４４億余円）、収益事業収入（６５３億余円）、受

託事業収入（５２６億余円）である。 
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 第１３款 都 債 
                                      （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     334,031     282,569     282,569          0          0 △   51,461    84.6 
平成１９年度     292,953     130,109     130,109          0          0 △  162,843    44.4 

額 41,078     152,460     152,460          0          0   比  較 
増(△)減 率    14.0      117.2      117.2       ―       ―   

 
都債は、社会資本の整備や都市改造等の財政需要に応えていくための財源の一つとして発行した

もので、前年度に比べ１，５２４億余円（１１７．２％）の増となっている。その主な理由は、土

木債、都市整備債などの発行が多かったことによるものである。 
都債の主なものは、街路整備費等に係る土木債（１，８５６億余円）、羽田空港の再拡張事業貸付

金等に係る都市整備債（４２５億余円）である。 
 
 第１４款 繰越金 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成２０年度     120,815     120,815     120,815          0          0          0   100.0 
平成１９年度     170,877     170,877     170,877          0          0          0   100.0 

額 △  50,061 △  50,061 △  50,061          0          0   比  較 
増(△)減 率 △    29.3 △    29.3 △    29.3       ―       ―   

 
    前年度からの繰越金を収入したものである。 
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  イ 歳 出 
 
  第１款 議会費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度          5,914          5,503              0            411     93.1 
平成１９年度          5,721          5,305              0            415     92.7 

額        193          197              0 △           4  比  較 
増(△)減 率      3.4        3.7           ― △        1.0  

 
議会費は、都議会議員の報酬、都議会の運営等に要する経費を支出したものである。 

 
  第２款 総務費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        218,546        199,445              0         19,100     91.3 
平成１９年度        205,786        187,428             17         18,340     91.1 

額       12,759       12,016 △     17       760  比  較 
増(△)減 率        6.2         6.4 △      100        4.1  

 
総務費は、区市町村行財政の振興経費、職員の退職手当及び年金、庁舎の維持管理、防災対策、

統計事務、知事本局、総務局及び財務局等の管理運営等に要する経費を支出したもので、前年度に

比べ１２０億余円（６．４％）の増となっている。その主な理由は、アジア人材育成基金などの積

立に要する積立金の増によるものである。 
総務費の主な内訳は、区市町村行財政の振興経費（７９２億余円）、職員の退職手当及び年金費（３

７９億余円）、総務局・財務局の管理運営経費である総務管理費（２６５億余円）である。 
 
  第３款 徴税費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度         78,007         75,002            587          2,417     96.1 
平成１９年度         95,000         91,275              0          3,724     96.1 

額 △      16,992 △      16,273            587 △       1,306  比  較 
増(△)減 率 △       17.9 △       17.8      ― △       35.1  

 
徴税費は、都税の賦課徴収及び滞納処分等に要する経費を支出したもので、前年度に比べ１６２

億余円（１７．８％）の減となっている。その主な理由は、区市町村へ交付する徴収交付金に要す

る徴収事務費の減によるものである。 
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  第４款 生活文化スポーツ費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度         26,312         24,279              0          2,033     92.3 
平成１９年度         42,312         40,524              0          1,787     95.8 

額 △      15,999 △      16,244              0            245  比  較 
増(△)減 率 △       37.8 △       40.1       ―          13.7  

 
生活文化スポーツ費は、文化振興施策、スポーツ振興施策、広報広聴、都民生活の支援等に要す

る経費を支出したもので、前年度に比べ１６２億余円（４０．１％）の減となっている。その主な

理由は、スポーツ・文化振興交流基金積立金の減によるものである。 
生活文化スポーツ費の主な内訳は、江戸東京博物館等の運営や文化事業の推進等に係る文化振興

費（８８億余円）、体育施設の整備や東京大マラソン祭りの開催、東京国体や東京オリンピックに向

けたスポーツの振興、スポーツ振興施策の企画調整、体育の振興に係るスポーツ振興費（４５億余

円）、職員の給与等に係る管理費（４１億余円）である。 
 
  第５款 都市整備費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        276,701        247,855          2,917         25,928     89.6 
平成１９年度        283,273        249,334          2,347         31,591     88.0 

額 △    6,572 △       1,478            569 △     5,663  比  較 
増(△)減 率 △        2.3 △        0.6       24.2 △       17.9  

 
都市整備費は、都市基盤の整備、土地区画整理、市街地再開発、住宅政策の推進等の各事業に要

する経費を支出したものである。 
都市整備費の主な内訳は、都市高速鉄道建設に対する補助等を行う都市基盤施設等助成費（７８

１億余円）、区画整理等の都市改造事業を行う都市改造費（４１７億余円）、都民住宅入居者の家賃

負担軽減に要する都民住宅等供給助成費（２９７億余円）、多摩ニュータウン事業会計への繰出等に

要するニュータウン事業費（２６３億余円）である。 
 
  第６款 環境費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度         33,519         23,232             28         10,258     69.3 
平成１９年度         81,587         70,114            156         11,315     85.9 

額 △      48,067 △      46,881 △         127 △       1,057  比  較 
増(△)減 率 △     58.9 △       66.9 △    81.4 △       9.3  
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環境費は、各種環境保全対策事業、自然保護対策事業、廃棄物対策事業等に要する経費を支出し

たもので、前年度に比べ４６８億余円（６６．９％）の減となっている。その主な理由は、地球温

暖化対策推進基金積立金の減によるものである。 
環境費の主な内訳は、水環境対策、緑地保全対策、自然公園の管理等を行う自然環境費（６１億

余円）、廃棄物の埋立処分等を行う廃棄物対策費（４６億余円）、ディーゼル車規制の推進、ディー

ゼル車対策の支援等を行う自動車公害対策費（２２億余円）である。 
 
  第７款 福祉保健費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        865,711        806,391             28         59,291     93.1 
平成１９年度        873,067        806,807              0         66,260     92.4 

額 △    7,356 △        415          28 △      6,968  比  較 
増(△)減 率 △     0.8 △        0.1       ― △       10.5  

 
福祉保健費は、福祉・保健・医療に係る施策の一体的・総合的な推進に要する経費を支出したも

のある。 
福祉保健費の主な内訳は、総合的な保健サービスの向上を行う保健政策費（２，０８７億余円）、

障害者（児）の自立生活への支援を行う障害者施策推進費（１，９８６億余円）、高齢者の地域生活

と自立への支援を行う高齢社会対策費（１，３１３億余円）、子育て環境の整備を行う少子社会対策

費（１，２０９億余円）、国民健康保険や生活保護等に関する経費を支出する生活福祉費（３９１億

余円）である。 
 
  第８款 産業労働費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        386,727        379,263            208          7,255     98.1 
平成１９年度        262,516        255,243            284          6,988     97.2 

額        124,210        124,019 △          76          267  比  較 
増(△)減 率          47.3          48.6 △       26.8      3.8  

 
産業労働費は、中小企業の振興、雇用の安定、農林水産業対策、観光産業振興等に要する経費を

支出したもので、前年度に比べ１，２４０億余円（４８．６％）の増となっている。その主な理由

は、中小企業金融の信用補完等に要する金融事業費の増によるものである。 
産業労働費の主な内訳は、中小企業制度融資等に係る商工業振興費（３，３３４億余円）、高年齢

者・障害者等の就業促進対策や公共職業訓練事業等を行う労働費（２９９億余円）、農林水産費（１

２６億余円）である。 
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第９款 土木費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        519,985        467,926         32,314         19,745     90.0 
平成１９年度        499,358        429,517         38,916         30,923     86.0 

額         20,627         38,408 △      6,602 △      11,178  比  較 
増(△)減 率           4.1           8.9 △       17.0 △       36.1  

 
土木費は、道路、橋りょう、河川、公園、霊園事業等に要する経費を支出したもので、前年度に

比べ３８４億余円（８．９％）の増となっている。その主な理由は、公園整備等に要する公園霊園

費の増によるものである。 
土木費の主な内訳は、道路橋梁費（３，１０４億余円）、都立公園等の整備及び維持管理を行う公

園霊園費（７４９億余円）、中小河川や高潮防御施設等の整備及び河川等の災害箇所の復旧等を行う

河川海岸費（６２０億余円）である。 
そのうち、道路橋梁費の主な内訳は、都市計画街路の整備を行う街路整備費（２，１４１億余円）、

国が直轄施行する道路事業等に対する直轄事業負担金（２１４億余円）、交通安全施設費（１６９億

余円）、道路補修費（１６２億余円）、道路維持費（１３１億余円）である。 
 
 第１０款 港湾費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度         76,369         64,067          4,618          7,682     83.9 
平成１９年度         71,841         56,061          2,806         12,972     78.0 

額        4,527        8,005        1,811 △       5,289  比  較 
増(△)減 率        6.3       14.3       64.5 △       40.8  

 
港湾費は、東京港、島しょ等の港湾・漁港・空港の建設整備、海岸保全施設・廃棄物埋立処分場

の建設等に要する経費を支出したもので、前年度に比べ８０億余円（１４．３％）の増となってい

る。その主な理由は、東京港における岸壁改良やトンネル橋りょう設備改修等に要する東京港整備

費の増によるものである。 
港湾費の主な内訳は、東京港や廃棄物埋立処分場の建設整備を行う東京港整備費（４１６億余円）、

伊豆諸島等の港湾や漁港の建設整備を行う島しょ等港湾整備費（２１７億余円）である。 
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  第１１款 教育費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        769,682        745,712              0         23,969     96.9 
平成１９年度        793,978        763,826              0         30,151     96.2 

額 △      24,295 △      18,113              0 △       6,181  比  較 
増(△)減 率 △        3.1 △        2.4           ― △       20.5  

 
教育費は、小学校・中学校の教職員の人件費等、高等学校・高等専門学校・特別支援学校の運営、

都立学校等の整備、社会教育等の振興、学校の保健・給食の運営等に要する経費を支出したもので、

前年度に比べ１８１億余円（２．４％）の減となっている。その主な理由は、小学校管理費、中学

校管理費や都立学校整備費などの減によるものである。 
教育費の主な内訳は、都が負担する区市町村立小中学校の教職員の給与等に係る小中学校費（４，

２８７億余円）、都立高等学校の教職員の給与及び学校運営等に係る高等学校費（１，２９２億余円）、

退職手当及年金費（７８３億余円）、特別支援学校費（５８７億余円）である。 
 
  第１２款 学務費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        158,654        154,801              0          3,852     97.6 
平成１９年度        149,716        146,204              0          3,511     97.7 

額        8,938        8,597              0          340  比  較 
増(△)減 率         6.0         5.9           ―          9.7  

 
学務費は、私立学校の助成及び公立大学法人首都大学東京の運営・整備等に要する経費を支出し

たものである。 
学務費の主な内訳は、私立学校教育の振興を図るため学校法人等に対し経常費補助等各種の助成

を行う私立学校振興費（１，３２７億余円）、公立大学法人首都大学東京支援費（２０４億余円）で

ある。 
 
  第１３款 警察費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        638,338        620,206            127         18,004     97.2 
平成１９年度        636,278        609,526          1,239         25,512     95.8 

額          2,059       10,679 △    1,111 △       7,508  比  較 
増(△)減 率           0.3         1.8 △       89.7 △       29.4  
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警察費は、警察行政の運営、警察諸施設の整備等に要する経費を支出したもので、前年度に比べ

１０６億余円（１．８％）の増となっている。その主な理由は、警察本部費、装備費や警察施設費

の実績増によるものである。 
警察費の主な内訳は、職員給与等の警察管理費（４，９７１億余円）、退職手当及年金費（４５６

億余円）、警察庁舎等の建設・改修・維持管理等を行う警察施設費（４０２億余円）、交通安全施設

の維持管理や整備、警察活動に係る警察活動費（３７１億余円）である。 
 

第１４款 消防費 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        249,626        244,097              0          5,529     97.8 
平成１９年度        247,996        240,467            156          7,372     97.0 

額          1,630          3,630 △         156 △      1,843  比  較 
増(△)減 率         0.7         1.5 △      100 △      25.0  

 
消防費は、消防行政の運営、消防諸施設の整備等に要する経費を支出したものである。 
消防費の主な内訳は、職員給与等の消防管理費（１，９２６億余円）、退職手当及年金費（２２８

億余円）、消防装備の整備や防災・救急救助・予防業務等を行う消防活動費（１７４億余円）、消防

庁舎等の建設・改修や消防水利の整備等を行う建設費（８４億余円）である。 
 
第１５款 公債費 

                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度        714,349        709,175              0          5,173     99.3 
平成１９年度        628,128        628,119              0              8    100.0 

額       86,221       81,056              0          5,165  比  較 
増(△)減 率        13.7      12.9       ―    ―  

 
公債費は、一般会計における都債の元金償還、利子の支払、減債基金への積立て、発行・償還手

数料等に要する経費（公債費会計繰出金）、各基金からの繰替運用の利子を支出したもので、前年度

に比べ８１０億余円（１２．９％）の増となっている。その主な理由は、都債の元金償還金の増に

よるものである。 
公債費の主なものは、公債費会計繰出金（７，０９１億余円）である。 
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 第１６款 諸支出金 
                                     （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度      1,987,643      1,983,115              0          4,527     99.8 
平成１９年度      2,155,971      2,139,773              0         16,198     99.2 

額 △     168,328 △     156,657              0 △      11,670  比  較 
増(△)減 率 △        7.8 △        7.3           ― △       72.0  

 
諸支出金は、前年度に比べ１，５６６億余円（７．３％）の減となっている。その主な理由は、

法人事業税国税化対策特別基金積立金の減によるものである。 
諸支出金の主な内訳は、他会計支出金（１兆２，９０４億余円）、財産費（３，５５０億余円）、

諸費（３，３７３億余円）である。 
そのうち、他会計支出金は、特別会計繰出金（１兆１２９億余円）、公営企業会計支出金（２，７

７４億余円）である。特別会計繰出金の主な内訳は、特別区財政調整会計繰出金（９，９９９億余

円）、用地会計繰出金（８９億余円）であり、公営企業会計支出金の主な内訳は、下水道事業会計支

出金（１，８７９億余円）、病院会計支出金（４６７億余円）、高速電車事業会計支出金（３０７億

余円）である。 
次に、財産費の主な内訳は、社会資本等整備基金積立金（２，５１８億余円）、東京オリンピック・

パラリンピック開催準備基金積立金（１，０００億円）である。 
諸費の主な内訳は、地方消費税交付金（１，６５１億余円）、過誤納還付金（１，０８７億余円）、

自動車取得税交付金（２５３億余円）、利子割交付金（２２６億余円）である。 
 
  第１７款 予備費 
                                      （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 
平成２０年度          1,000              0              0          1,000        0 
平成１９年度          5,000              0              0          5,000        0 

額 △       4,000              0              0 △       4,000  比  較 
増(△)減 率 △       80           ―           ― △      80  
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 （２）特別会計 
                                    （単位：百万円、％） 

増（△）減 
 平成２０年度 平成１９年度 

額 率 
 歳入（収入済額） ４，３３３，４９１ ４，４７６，３５９ △ １４２，８６７ △   ３．２

 歳出（支出済額） ４，１９９，４０９ ４，３３９，３６３ △ １３９，９５３ △   ３．２

差    引   １３４，０８２   １３６，９９５ △   ２，９１３ △  ２．１

 
都は、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充てるため、一般会計とは

別に、特別区財政調整会計など１７特別会計を設置し、その経理の明確化を図っている。 
予算・決算状況について見ると、表５（１０ページ）のとおり、特別会計の合算額で、収入率９

５．９％（前年度比１．４ポイント減）、執行率９６．０％（前年度比１．２ポイント減）となって

いる。 
会計別の執行状況は、〔第４ 局別事項〕において説明している。 
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  ３ 資金収支状況 
平成２０年度における各会計の収支実績及び資金運用の状況は、表８のとおり、収入総額１１兆１，

２４５億余円、支出総額は１０兆９，４９４億余円で、差引き、１，７５０億余円（一般会計４０９

億余円、特別会計１，３４０億余円）の収入超過となっている。 
資金収支状況について見ると、 
４月と５月は、都税収入が少ない一方、中小企業制度融資等の貸付け及び各種義務的経費の支出が

集中したため、収支は支出超過となり、前年度の一般会計等の繰越残高及び基金等からの繰替運用に

より対応している。６月は、３月決算法人の法人二税の収入があり、累計収支が黒字に転じたことか

ら、東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金への積立てを行っている。 
７月は、固定資産税・都市計画税の第１期分収入及び国から地方消費税の納付があり、余裕資金が

増加した。８月は、大きな都税収入がないなか、利子割交付金、自動車取得税交付金などを区市町村

に交付したことから、単月では支出超過となった。９月は、１２月決算法人の中間申告による法人二

税の収入があったが、共済費（追加費用）などの事務的経費の支出により支出超過となっている。 
１０月は、固定資産税・都市計画税の第２期分の収入があり余裕資金が増加したが、１１月は、各

種の支出が次第に増加したことにより単月では支出超過となっている。１２月は、私学助成金及び期

末手当等により支出は増加したが、３月決算法人の中間申告による法人二税の収入があり、単月収支

は収入超過となっている。 
１月は、固定資産税・都市計画税の第３期分の収入があり単月で収入超過となっている。２月は、

税収が少なく、単月では支出超過となっている。３月は、年度末を控えて支出が増加したが、法人二

税、固定資産税・都市計画税第４期分、都債発行、各種貸付金の返還等の収入があったことにより、

単月で収入超過となっている。 
以上のとおり、単月においては収入・支出超過が見られ、４月と５月は累計収支が赤字となったも

のの、６月以降の累計収支については黒字となっている。 
会計管理局で運用した歳計現金等の利子収入について見ると、前年度に比較して法人二税の減少等

を受け、平均預託残高は減少し、運用利回りの低下により、表９のとおり、前年度の２９億５，３３

７万余円から２４億９，９８１万余円（一般会計２４億４，６００万余円、特別会計５，３８１万余

円）へと減少している。 
また、資金不足に対して行った基金からの一時繰替借に要した利子は９３６万余円であった。 
なお、金融機関からの一時借入れはなかった。 
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平 成 ２ ０ 年 度 東 京 都 各 会 計 

(表８) 

区 分 
平成２０年 
４ 月 ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

収 入 436,505 577,391 1,826,131 919,364 553,419 819,674 605,905

一 般 会 計 113,508 255,220 1,506,366 628,445 259,614 483,283 400,447

 
特 別 会 計 322,997 322,172 319,765 290,919 293,805 336,391 205,458

支 出 620,779 729,434 856,106 453,022 880,748 1,011,012 591,783

一 般 会 計 443,919 352,111 600,482 335,876 442,070 535,327 382,476

 
特 別 会 計 176,860 377,323 255,625 117,147 438,679 475,685 209,308

収 支 差 引 △184,274 △152,042 970,024 466,342 △327,330 △191,338 14,122

累計収支差引 

( A ) 
△184,274 △336,316 633,708 1,100,050 772,720 581,382 595,504

一時借入金残高 

( B ) 
0 0 0 0 0 0 0

一時繰替借残高 

( C ) 
0 185,000 0 0 0  0 0

一時繰替貸残高 

( D ) 
0 0 0 0 0 0 0

翌年度繰越額 

( E ) 
0 0 0 0 0 0 0

当年度資金残高 

( F=A+B+C-D-E ) 
△184,274 △151,316 633,708 1,100,050 772,720 581,382 595,504

前年度・翌年度 

資金残高  ( G ) 
778,546 178,731 0 0 0 0 0

資 金 残 高 

( F+G ) 
594,272 27,415 633,708 1,100,050 772,720 581,382 595,504

（注） 各会計の計数は端数四捨五入のため、他のページの該当する数値と一致しないことがある。 
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収 支 実 績 及 び 資 金 運 用 状 況 

（単位：百万円） 

 
１１ 

 
１２ 

平成２１年 
１ 月 

 
２ 

 
３ 

 
４ 

 
５ 

計 

535,740 1,161,544 641,075 551,959 1,586,038 308,260 601,514 11,124,520

220,847 901,707 380,323 228,970 1,009,634 280,818 121,845 6,791,028

314,893 259,837 260,752 322,989 576,404 27,442 479,669 4,333,492

565,125 904,381 462,527 783,430 1,457,003 362,943 1,271,193 10,949,488

402,032 624,048 305,829 352,657 823,910 358,618 790,725 6,750,078

163,094 280,333 156,699 430,773 633,093 4,325 480,468 4,199,410

△ 29,385 257,163 178,548 △231,471 129,035 △ 54,684 △669,679 175,032

566,119 823,282 1,001,830 770,359 899,394 844,711 175,032 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 175,032 

566,119 823,282 1,001,830 770,359 899,394 844,711 0 

0 0 0 0 0 △194,976 △ 23,334 

566,119 823,282 1,001,830 770,359 899,394 649,734 60,265 

 



 - 32 -

 
利 子 収 入 及 び 支 払 利 子 推 移 表 

（表９）                                   （単位：千円） 

区 分 平成 1６年度 平成 1７年度 平成 1８年度 平成 1９年度 平成２０年度

利 子 収 入 101,795 190,901 1,018,267 2,953,377 2,499,817

一 般 会 計 101,069 190,520 1,006,870 2,917,024 2,446,000
 

特 別 会 計 726 380 11,397 36,353 53,817

一時借入金等支払利子 
（一般会計） 

2,261 308 153 1,047 9,369

（注）一時借入金等支払利子は、基金等からの一時繰替借に係るものである。 
 



 - 33 -

４ 財産管理の状況 
都有財産は、公有財産、物品、債権及び基金に大別され、財産に関する調書の平成２０年度末（平成

２１．３．３１）現在高及びその内訳は、表１０から表１３までのとおりである。 
 

（１）公有財産 
（表１０） 

分        類 区            分 平成２０年度末現在高 平成１９年度末現在高 増（△）減 

土            地 88,883,279.37 ｍ２ 88,846,168.90 ｍ２ 

       37,110.47 ｍ２土地及び建物 

建            物 27,268,512.72 ｍ２ 27,261,821.28 ｍ２ 

        6,691.44 ｍ２

山        林 所            有 7,648,146.85 ｍ２ 7,648,146.85 ｍ２ 

               0 ｍ２

 上記の立木推定蓄積量 113,132.23 ｍ３ 113,155.27 ｍ３ 

 △        23.04 ｍ
３

分            収 14,108,361.97 ｍ２ 14,408,761.97 ｍ２ 

 △     300,400.00 ｍ
２ 

上記の立木推定蓄積量 310,816.50 ｍ３ 314,537.50 ｍ３ 

 △       3,721.00 ｍ
３

33   隻             33    隻              0    隻
船            舶 

5,525.82 総トン        5,525.82 総トン              0 総トン

浮            標 100    個            100    個              0    個

浮     桟     橋            602    個            595    個              7    個

浮 ド ッ ク        1    個              1    個              0    個

動        産 

航     空     機             15    機             14    機            1    機

地     上     権 19,283,330.86 ｍ２    19,583,140.16 ｍ２ 

 △    299,809.30 ｍ
２

地     役     権          1,110.31 ｍ２           162.60 ｍ２ 

            947.71 ｍ
２

鉱     業     権 14,067,200.00 ｍ２    14,067,200.00 ｍ２ 

                 0 ｍ
２

物        権 

計 33,351,641.17 ｍ２    33,650,502.76 ｍ２ 

 △     298,861.59 ｍ
２

無体財産権 特     許     権 38    件             37    件           1    件

 著     作     権            296    件            260    件             36    件

商     標     権       46    件             48    件 △           2    件

意     匠     権              1    件              1    件              0    件

育 成 者 権        1    件              1    件              0    件

その他これらに準ずる権利              9    件             14    件 △           5    件

 

計       391    件            361    件           30    件

有 価 証 券 株            券 348,544,261,598 円   260,931,011,598 円 87,613,250,000 円

出資による権利 出資金及び出えん金 439,602,362,170 円   369,892,861,027 円  69,709,501,143 円

賃貸型土地信託              3    件              3    件              0    件

賃貸及び分譲型土地信託              1    件              1    件              0    件

財産の信託 

の 受 益 権 

計        4    件              4    件              0    件

（注）1 土地の面積には、山林が含まれている。  
2 物権の地上権には、山林の分収が含まれており、分収は再掲である。 

      3 船舶は総トン数２０トン以上のものである。 
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〔主な増減事由〕 
・土地の増加は、主に、旧東京都立科学技術大学敷地ほか３件（１０万３４４．０９ｍ２ 

 ）を公立大学法

人首都大学東京へ出資したこと及び調布基地跡地整備関連事業用地（６万８，５４７．４３ｍ２ 

 ）を譲

与したことにより減少したものの、都立公園用地など（２０万３，８９０．１６ｍ２ 

 ）を取得したこと

によるもの 
・建物の増加は、主に、旧東京都立科学技術大学の科学技術交流施設ほか２３件を公立大学法人首都大学

東京へ出資したことにより減少したものの、原宿警察署庁舎（２万６，７９１．１９ｍ２ 

 ）及び目黒消

防署ほか２件（６，０５４．８７ｍ２ 

 ）を新築したことなどによるもの 
・有価証券（株券）の増加は、主に、株式会社新銀行東京に出資（４００億円）したこと及び多摩都市モ

ノレール株式会社に出資（２９９億円）したことによるもの 
・出資による権利の増加は、主に、財団法人東京港埠頭公社への出えん金（６４億１，６００万円）が減

少したものの、公立大学法人首都大学東京に出資（５６８億９，５９６万余円）したことによるもの 
である。 
 
（２）物品 
（表１１） 

平成２０年度末現在高 平成１９年度末現在高 増（△）減 

３３，３０４ 点 ３４，２１１ 点 △ ９０７ 点 

 （注）取得価格１００万円以上のものである。 
        
〔主な増減事由〕 
・物品の減少は、主に、旧航空工業高等専門学校及び旧工業高等専門学校の物品を公立大学法人首都大学

東京へ譲与（７５５点）したことによるものである。 
 
（３）債権 
（表１２） 

平成２０年度末現在高 平成１９年度末現在高 増（△）減 

1,681,631,537,365 円 1,657,315,314,229 円 24,316,223,136 円 

 
〔主な増減事由〕 
・債権の増加は、主に、制度融資貸付金（２０６億９，８００万円）を貸し付けたことによるものである。 
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（４）基金 
 （表１３） 

平成２０年度末現在高 平成１９年度末現在高 増（△）減 

2,641,443,134,519 円 2,231,505,950,539 円    409,937,183,980 円 

 
〔主な増減事由〕 
・基金の増加は、主に、財政調整基金（１，０９１億５，９４１万余円）、東京オリンピック・パラリンピ

ック開催準備基金（１，０１８億２，４６１万余円）及び心身障害者扶養年金基金（４８６億４，７７

１万余円）の積立て、並びに緊急雇用創出事業臨時特例基金（７７億３，０００万円）及びアジア人材

育成基金（７０億４，８５７万余円）の新たな積立てによるものである。 
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